
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和02年10月14日

計画の名称 自然と人・歴史が共生する鎌倉都市公園等整備事業（第２期）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 鎌倉市

計画の目標 　一般に、都市の緑が持つ機能には、新鮮な空気を提供し快適な環境を作り出す基本的な機能はもとより、生物多様性の確保、レクリエーション活動の場提供、都市景観の形成、都市環境負荷調節、防災などがあげられますが、

鎌倉市における樹林地は、昭和３７年から平成２年にかけて大規模開発等により急激に減少し、約５００ｈａの樹林地が消失しました。その後も小規模な開発により除々に減少しています。

　特に減少の激しい市街化区域の緑地を守ることで、緑のネットワークを維持し、都市環境負荷の軽減・古都鎌倉の都市景観の向上を図ります。

　また、市内の公園には整備から２０年以上経過したものが多く、施設の老朽化、バリアフリーや遊具の安全基準に適合しないものが存在することから、公園施設の状態を調査することにより、長寿命化を図ります。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,441  Ａ               2,441  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（Ｈ27当初） （Ｈ29末） （Ｈ31末）

   1 市民１人当たりの都市公園面積を8.6㎡／人（H26）から10.0㎡／人（H31）にする。

人口と供用開始している都市公園面積から一人当たりの都市公園面積を算出する。 8㎡／人 ㎡／人 10㎡／人

   2 市内の都市緑地を除く都市公園における公園施設の長寿命化計画策定率を18.5％（Ｈ27）から100％（Ｈ30）にする。

市内の都市緑地を除く都市公園における公園施設の長寿命化計画を策定した割合を算出する。 18％ ％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000230807



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 鎌倉市 直接 鎌倉市 － － 都市公園事業（鎌倉広町

緑地）

用地取得、園路・広場等整備

　48.1ｈａ

鎌倉市  ■          27 2 －

A12-002

公園 一般 鎌倉市 直接 鎌倉市 － － 都市公園事業（鎌倉中央

公園）

用地取得、園路・広場等整備

　28.7ｈａ

鎌倉市  ■  ■  ■  ■  ■       1,355 3 －

A12-003

公園 一般 鎌倉市 直接 鎌倉市 － － 鎌倉市吸収源対策公園緑

地事業

用地取得、園路等整備　9.8

ｈａ

鎌倉市  ■  ■  ■  ■  ■       1,018 －

A12-004

公園 一般 鎌倉市 直接 鎌倉市 － － 鎌倉市公園施設長寿命化

計画策定調査

公園施設の調査等　計画策定

245公園

鎌倉市  ■          41 －

 小計       2,441

合計       2,441

1 案件番号：  0000230807



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

鎌倉市都市整備部公園課（主管課）において、目標の達成状況やその要因の確認を行
い、事後評価を実施。

事後評価の実施体制

0000230807案件番号：

交付期間終了後

市ホームページに掲載、担当課執務室での縦覧

・都市公園事業である鎌倉中央公園（拡大区域）並びに吸収源対策公園緑地事業である山ノ内東瓜ヶ谷緑地、山ノ内西瓜ヶ谷緑
地の一部、鎌倉広町緑地の一部及び笛田一丁目公園については、用地取得及び整備工事を実施したことで、約20haを供用開始す
ることができ、市民1人当たりの都市公園面積を9.8㎡／人（令和２年４月時点）とすることができた。
・鎌倉市内の都市緑地を除く245箇所の全公園について公園施設長寿命化計画を策定し、市内公園の計画的・効率的な更新及び
利用等を図るための方針を定めることができた。

・都市緑地や公園の整備により、市内のみどりが保全され、自然豊かな環境、緑豊かな憩いの場としての環境を市民及び来訪者
が享受することができた。
・各自治会やボランティア団体等の活動により、様々な用途に公園が活用され、コミュニティが活性化し、市民だけでなく市外
からも利用者が訪れるような、魅力ある空間となっている。

・今回の事業期間内で取得しきれなかった用地についても、引き続き用地取得及び公園整備を行い供用開始していく。
・今後も市内の緑の保全や市民・来訪者へ自然豊かなレクリエーション環境を提供していく。
・整備後の都市公園については、各自治会やボランティア団体等との調整・連携を進めながら、活発な市民協働と共に維持管理に努める。
・平成30年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、今後は、安全性確保やライフサイクルコストの縮減の観点から、公園施設の予防保全型管理による長寿命化
対策を含めた計画的な更新等、効果的・効率的な更新及び利用を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

市民１人当たりの都市公園面積（㎡／人）

最　終
目標値

10㎡／人
交付額の低下及び地権者との調整に時間を要し、用地取得および施設整備の進捗が当初の計画よりも遅れたため。

最　終
9㎡／人

実績値

 2

市内の都市緑地を除く都市公園における公園施設の長寿命化計画策定率（％）

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000230807


